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「加越トンネル」の現地調査

　３月１日から23日までの23日間を会
期として開催しました。
　初日は平成22年度小矢部市一般会計
予算など議案23件、最終日には追加議
案１件と議員提出議案９件が追加上程
され、計33議案を原案のとおり可決し
ました。
　また、請願１件の処理報告、議員派
遣の可決を行いました。

　３月１日から23日までの23日間を会
期として開催しました。
　初日は平成22年度小矢部市一般会計
予算など議案23件、最終日には追加議
案１件と議員提出議案９件が追加上程
され、計33議案を原案のとおり可決し
ました。
　また、請願１件の処理報告、議員派
遣の可決を行いました。
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平成22年４月27日に沼田議長をはじめ市議会議員が、「加越トンネル」
（名ヶ滝地内）を現地調査しました。
平成22年４月27日に沼田議長をはじめ市議会議員が、「加越トンネル」

（名ヶ滝地内）を現地調査しました。
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1
日
　
本
会
議（
提
案
理
由
説
明
）

　
　
　
全
員
協
議
会

2
日
　
全
員
協
議
会

3
日
　
全
員
協
議
会

4
日
　
議
案
調
査
日

5
日
　
議
案
調
査
日

8
日
　
議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
本
会
議（
代
表･

一
般
質
問
）

10
日
　
予
算
特
別
委
員
会

11
日
　
予
算
特
別
委
員
会

12
日
　
予
算
特
別
委
員
会

15
日
　
桜
町
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
特

　
　
　
別
委
員
会

　
　
　
民
生
文
教
常
任
委
員
会

17
日
　
新
幹
線
対
策
・
企
業
立

　
　
　
地
等
特
別
委
員
会

　
　
　
産
業
建
設
常
任
委
員
会

18
日
　
総
務
常
任
委
員
会

19
日
　
委
員
長
会
議

23
日
　
議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
全
員
協
議
会

　
　
　
本
会
議（
質
疑･

討
論･

表
決
他
）

３
月
定
例
会
の

審
議
経
過

平成 22 年度予算

平成 22年度予算については、「魅力・安心・充実　しあわせ　おやべ」の将来像を定めた

第６次小矢部市総合計画を着実に実施するため、堅実な財政運営に留意しつつ、「しあわせ　

おやべ」の創造をさらに加速させる新たな政策的事業等に重点配分されました。

特に、子育て支援や高齢者・障害者福祉施策の充実を図るとともに、小矢部市の最重要課

題であります定住人口の増加と交流人口の拡大に積極的に取り組むなど力強い施策が盛り込

まれ、市民が幸せを実感できるよう「しあわせ　実感　積極予算」として編成されました。

一 般 会 計

公共用地先行取得事業特別会計

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

老 人 保 健 医 療 事 業 特 別 会 計

後期高齢者医療事業特別会計

下 水 道 事 業 特 別 会 計

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

水 道 事 業 会 計

合　　　　計

１２６億７,９３０万円

１億４,４１０万円

２８億９,９１０万円

７９０万円

７億５,７７０万円

１８億３,７４０万円

１億６,６３０万円

９億４,６３０万円

１９４億３,８１０万円

前年度比

△１.１％

０.８％

△３.１％

△51. ５％

４.１％

△13. １％

△３.３％

△８.０％

△２.９％

平
成
22
年
度
当
初
予
算
案
を

審
議
す
る
た
め
、
15
名
で
組
織

し
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

3
月
10
日
、
11
日
、
12
日
の

3
日
間
に
わ
た
り
活
発
な
議
論

が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
採
決
の
結

果
、
全
8
議
案
が
原
案
の
と
お

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
長
　
高た

か
は
し橋

　
庸つ

ね
よ
し佳

副
委
員
長
　
山や

ま
も
と本

　
精せ

い

一い
ち

委
　
　
員
　
須す

か加
　
清き

よ

治は
る

〃
　
　
中な

か

田だ

　
正ま

さ

樹き

〃
　
　
石い

し

田だ

　
義よ

し
ひ
ろ弘  

〃
　
　
嶋し

ま

田だ

　
幸ゆ

き

恵え

〃
　
　
中な

か
む
ら村

　
重し

げ

樹き

〃
　
　
多た

だ田
　
　
勲

い
さ
お

〃
　
　
尾お

山や
ま

　
喜き

い

次じ

〃
　
　
中な

か
に
し西

　
正ま

さ

史し

〃
　
　
髙た

か
は
し橋
佐さ

だ

し

多
史

〃
　
　
石い

し

尾お

　
太た

八は
ち

〃
　
　
砂す

な

田た

　
喜よ

し
あ
き昭

〃
　
　
宮み

や
に
し西

　
佐さ

作さ
く

〃
　
　
野の

村む
ら

　
博ひ

ろ

司し

予
算
特
別
委
員
会
の
設
置



平成22年５月発行3 小矢部市議会だより 第157号

３月定例会で可決された議案
　（平成 22 年度当初予算）
議案第 1 号　平成 22 年度小矢部市一般会計予算
議案第 2 号　平成 22 年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算
議案第 3 号　平成 22 年度小矢部市国民健康保険事業特別会計予算
議案第 4 号　平成 22 年度小矢部市老人保健医療事業特別会計予算
議案第 5 号　平成 22 年度小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算 
議案第 6 号　平成 22 年度小矢部市下水道事業特別会計予算
議案第 7 号　平成 22 年度小矢部市農業集落排水事業特別会計予算
議案第 8 号　平成 22 年度小矢部市水道事業会計予算
　（平成 21 年度補正予算）
議案第 9 号　平成 21 年度小矢部市一般会計補正予算（第８号）
議案第10号　平成 21 年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第１号）
議案第11号　平成 21 年度小矢部市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
議案第12号　平成 21 年度小矢部市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）
議案第13号　平成 21 年度小矢部市下水道事業特別会計補正予算（第２号）
　（条例の制定）
議案第14号　小矢部市地域活性化・公共投資臨時基金条例の制定について
　（条例の一部改正）
議案第15号　小矢部市職員の給与に関する条例等の一部改正について
議案第16号　小矢部市こども医療費の助成に関する条例の一部改正について
議案第17号　小矢部市妊産婦医療費の助成に関する条例の一部改正について
議案第18号　小矢部市国民健康保険税条例の一部改正について
議案第19号　小矢部市商工業振興条例の一部改正について
議案第20号　小矢部市体育施設条例の一部改正について
　（その他）
議案第21号　市道の路線認定について
議案第22号　市道の路線変更について
　（専決承認）
承認第 1 号　専決処分事項の承認について
平成21年専決第８号　平成 21 年度小矢部市一般会計補正予算（第６号）
平成22年専決第１号　平成 21 年度小矢部市一般会計補正予算（第７号）

　（追加議案・その他）
議案第23号　財産の取得について
　（追加議案・議員提出）
議員提出議案第１号　「選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に反対を求める意見書
議員提出議案第２号　子ども手当財源の地方負担に反対する意見書
議員提出議案第３号　幼児教育の無償化と保育サービスの充実を求める意見書
議員提出議案第４号　教員免許更新制の存続を求める意見書
議員提出議案第５号　地域の実情に即した戸別所得補償制度の実施を求める意見書
議員提出議案第６号　北陸新幹線の整備促進を求める意見書
議員提出議案第７号　生産性の高い競争力に富んだ農家の育成を求める意見書
議員提出議案第８号　扶養控除の廃止に反対する意見書
議員提出議案第９号　永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書

◎請願の処理状況◎請願の処理状況
次のとおり、請願の処理を行いました。
受理番号 件　　名　（陳　情　者） 審査結果

請願第１号
「選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に反対を求める意見書提出に関する請願

（夫婦別姓に反対する市民の会　代表　中村浩一）
採　択
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◎
新
年
度
予
算
案
に
つ
い
て

【
問
】「
魅
力
・
安
心
・
充
実
　
お
や
べ
」

を
将
来
像
と
定
め
た
第
六
次
小
矢
部
市

総
合
計
画
二
年
目
と
な
る
平
成
22

年
度

予
算
の
重
点
項
目
に
つ
い
て
伺
う
。

【
答
】第
六
次
小
矢
部
市
総
合
計
画
の
重

点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
子
育
て
支
援

と
出
産
か
ら
育
児
に
係
る
支
援
を
充
実

し
、
産
み
育
て
や
す
い
環
境
づ
く
り
に

取
り
組
み
た
い
。
ま
た
、
定
住
人
口
対

策
と
し
て
、
市
外
か
ら
転
入
し
て
住
宅

を
取
得
、
又
は
建
築
さ
れ
る
方
に
対
す

る
助
成
金
制
度
の
創
設
、
新
婚
家
庭
へ

の
賃
貸
住
宅
家
賃
助
成
な
ど
、
市
外
か

ら
の
転
入
促
進
と
若
い
世
代
の
転
出
に

歯
止
め
を
か
け
た
い
。

◎
ス
ポ
ー
ツ
競
技
力
の
向
上
と
育

成
指
導
等
に
つ
い
て

【
問
】当
市
で
は
、
ホ
ッ
ケ
ー
な
ど
は
全

国
大
会
等
へ
出
場
し
て
い
る
が
、
他
の

競
技
も
出
場
で
き
る
よ
う
競
技
団
体
と

連
携
し
、
子
供
た
ち
を
育
て
る
指
導
が

必
要
で
な
い
か
。
ま
た
、
陸
上
競
技
場

が
荒
れ
て
い
る
が
整
備
計
画
を
伺
う
。

【
答
】新
年
度
で
は
、
子
供
た
ち
に
夢
を

与
え
一
流
の
指
導
者
の
も
と
で
ス
ポ
ー

ツ
を
学
ぶ
た
め
、
プ
ロ
選
手
を
講
師
と

し
て
招
き
少
年
ス
ポ
ー
ツ
教
室
を
計
画

し
て
い
る
。
ま
た
、
競
技
力
の
向
上
は

指
導
者
の
育
成
が
最
も
重
要
な
課
題
で

あ
り
、
指
導
者
育
成
事
業
を
強
化
す
る
。

　

小
矢
部
陸
上
競
技
場
は
、
ト
ラ
ッ
ク

レ
ー
ン
を
平
成
23
年
度
に
改
修
し
、
第

二
種
公
認
の
更
新
を
予
定
し
て
い
る
。

◎
若
者
の
出
会
い
創
出
支
援
事
業

に
つ
い
て

【
問
】男
女
に
出
会
い
の
場
を
創
出
し
て
、

結
婚
対
策
と
地
域
の
活
性
化
を
図
り
、

広
く
若
者
に
社
会
参
加
の
意
識
を
高
め

る
事
業
を
実
施
し
て
は
ど
う
か
伺
う
。

【
答
】「
恋
人
の
聖
地
」の
ク
ロ
ス
ラ
ン
ド

お
や
べ
で
は
、
引
き
続
き
男
女
の
出
会

い
創
出
事
業
の
開
催
を
計
画
し
て
お
り
、

事
業
が
若
者
の
出
会
い
創
出
に
つ
な
が

り
、
ク
ロ
ス
ラ
ン
ド
お
や
べ
の
賑
わ
い

づ
く
り
と
地
域
活
性
化
に
寄
与
で
き
る

よ
う
、
Ｐ
Ｒ
に
取
り
組
み
た
い
。

◎
少
子
高
齢
化
対
策
に
つ
い
て

【
問
】少
子
高
齢
化
は
全
国
的
に
進
ん
で

い
る
が
、
１
日
も
早
く
止
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
日
本
の
将
来
の
経
済
及
び

生
産
性
に
影
響
が
出
る
。
平
成
22

年
度

の
対
策
に
つ
い
て
伺
う
。

【
答
】少
子
化
対
策
で
は
、
保
育
所
で
の

特
別
保
育
の
充
実
と
施
設
整
備
、
こ
ど

も
及
び
妊
産
婦
医
療
費
助
成
の
対
象
者

の
拡
大
、
子
育
て
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
作

成
・
配
布
等
を
実
施
し
、
子
供
を
産
み

育
て
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
。

　

ま
た
、
高
齢
者
対
策
で
は
、
老
人
福

祉
施
設
の
環
境
整
備
を
は
じ
め
、
運
動

機
能
向
上
、
認
知
症
予
防
教
室
等
の
開

催
、
ふ
れ
あ
い
い
き
い
き
サ
ロ
ン
や
生
き

が
い
通
所
支
援
事
業
な
ど
を
実
施
す
る
。

◎
博
物
館
施
設
の
整
備
と
役
割
、

運
営
の
見
直
し
に
つ
い
て

【
問
】博
物
館
の
役
割
を
も
う
一
度
見
直

し
、
集
約
化
と
各
施
設
の
機
能
の
充
実

を
図
っ
て
は
ど
う
か
伺
う
。

【
答
】22
年
度
で
は
小
矢
部
ふ
る
さ
と
博

物
館
を
改
修
し
、
桜
町
遺
跡
出
土
品

の
常
設
展
示
室
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

桜
町
Ｊ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
パ
ー
ク
を
桜
町
遺
跡

体
験
学
習
等
の
拠
点
施
設
と
し
て
整
備

す
る
。

　

ま
た
、
小
矢
部
ふ
る
さ
と
歴
史
館
で

は
、
民
俗
・
郷
土
資
料
だ
け
で
は
な
く
、

市
内
に
あ
る
貴
重
な
歴
史
資
料
等
を
含

め
た
展
示
及
び
市
民
グ
ル
ー
プ
の
連
携

に
よ
る
企
画
展
の
実
施
な
ど
、
そ
の
機

能
の
充
実
に
努
め
た
い
。

◎
水
道
料
金
の
引
き
下
げ
に
つ
い
て

【
問
】当
市
は
県
内
で
２
番
目
に
高
い
水

道
料
金
で
あ
り
、
県
と
の
受
水
協
定
単

価
の
値
下
げ
交
渉
を
し
て
は
ど
う
か
。

ま
た
、
地
下
水
の
活
用
を
考
え
て
は
ど

う
か
伺
う
。

【
答
】水
道
料
金
の
引
き
下
げ
は
、
基
本

的
な
維
持
管
理
費
の
削
減
や
県
の
受
水

協
定
単
価
も
新
年
度
は
変
更
が
な
い
た

め
困
難
と
考
え
て
い
る
。

　

市
の
井
戸
は
補
完
的
施
設
で
あ
り
、

将
来
的
に
増
設
が
必
要
な
場
合
は
、
周

辺
の
調
査
、
地
元
住
民
の
理
解
と
協
力

が
必
要
に
な
る
。

◎
農
業
の
指
導
強
化
と
特
産
物
の

作
付
け
拡
大
に
つ
い
て

【
問
】国
の
農
業
関
係
予
算
が
縮
小
さ
れ

た
が
、
本
市
の
農
道
や
農
業
用
排
水
の

今
後
の
整
備
計
画
に
影
響
は
あ
る
の
か
。

【
答
】22
年
度
予
算
は
厳
し
い
も
の
に
な

る
が
、
農
業
基
盤
整
備
は
農
業
の
根
幹

を
な
す
も
の
で
あ
り
、
国
の
今
後
の
動

向
を
注
視
し
な
が
ら
県
と
も
連
絡
を
密

に
し
て
対
応
し
た
い
。

◎
歩
道
の
整
備
及
び
橋
り
ょ
う
の

安
全
対
策
等
に
つ
い
て

【
問
】国
道
、
県
道
、
市
道
の
歩
道
整
備

及
び
橋
り
ょ
う
調
査
に
基
づ
く
今
後
の

安
全
対
策
は
ど
う
か
。

【
答
】国
道
８
号
線
の
倶
利
伽
羅
ト
ン
ネ

ル
に
歩
道
が
な
い
状
態
で
あ
り
、
国
・

県
に
対
し
て
事
業
調
査
着
手
を
要
望
し

て
い
る
。
ま
た
、
県
管
理
の
国
道
、
県

道
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
て
要
望
し

て
い
る
。
市
道
で
は
交
通
量
の
多
い
２

車
線
以
上
の
区
間
を
順
次
整
備
す
る
。

　

橋
り
ょ
う
は
22
年
度
よ
り
点
検
を
実

施
し
、
安
全
対
策
、
長
寿
命
化
、
耐
震

対
策
等
に
向
け
て
補
強
対
策
を
計
画
す

る
。

代 表 質 問

政せ
い
ゆ
う
か
い

友
会　

宮み
や
に
し西　

佐さ

作さ
く　

議
員
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【
問
】砺
波
・
南
砺
市
と
平
成
22

年
４
月

１
日
に
消
防
広
域
化
運
営
協
議
会
を
設

立
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
が
、
そ
も

そ
も
消
防
広
域
化
に
小
矢
部
市
は
ど
ん

な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
。

【
答
】消
防
広
域
化
は
、
第
一
に
管
轄
区

域
の
適
正
化
に
よ
る
到
達
時
間
の
短
縮

な
ど
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
図
ら

れ
る
。
第
二
に
救
急
、
予
防
等
の
専
門

性
の
向
上
な
ど
人
員
配
置
の
効
率
化
と

充
実
が
図
ら
れ
る
。
第
三
に
レ
ベ
ル
の

高
い
設
備
を
計
画
的
に
整
備
す
る
こ
と

や
組
織
の
活
性
化
な
ど
、
消
防
体
制
の

基
盤
強
化
が
図
ら
れ
る
。
平
成
23
年
４

月
を
目
標
に
よ
り
よ
い
消
防
広
域
化
に

向
け
協
議
を
進
め
る
。

【
問
】今
人
口
減
少
傾
向
に
歯
止
め
を
か

け
る
こ
と
が
小
矢
部
市
の
最
重
要
課
題

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
原

因
は
わ
か
っ
て
い
る
の
か
。
定
住
促
進

対
策
の
今
後
の
方
針
は
ど
う
か
。

【
答
】22
年
２
月
に
小
矢
部
市
定
住
化
促

進
計
画
検
討
会
議
か
ら
の
提
言
を
受
け

て
、「
小
矢
部
市
定
住
促
進
計
画
」を
策

定
し
、
定
住
促
進
助
成
制
度
の
拡
充
、

若
者
の
出
会
い
創
出
支
援
事
業
、
市
外

か
ら
の
転
入
者
や
新
婚
世
帯
に
対
す
る

家
賃
助
成
制
度
を
22
年
度
か
ら
新
た
に

創
設
す
る
。
さ
ら
に
、
小
矢
部
市
情
報

提
供
事
業
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
事
業

を
活
用
し
、
若
者
の
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
を

積
極
的
に
推
進
す
る
。

【
問
】小
矢
部
市
の
高
齢
化
率
が
急
速
に

進
み
、
28

％
を
超
え
る
よ
う
な
中
で
自

治
会
や
社
協
と
協
力
し
な
が
ら
高
齢
者

福
祉
に
市
と
し
て
強
力
な
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
が
必
要
で
な
い
か
。

【
答
】ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
や
高
齢
者

世
帯
の
実
態
を
把
握
し
、
見
守
り
や
福

祉
サ
ー
ビ
ス
、
災
害
時
の
連
絡
な
ど
に

役
立
て
る「
ほ
の
ぼ
の
カ
ー
ド
」へ
の
登

録
を
民
生
委
員
児
童
委
員
、
地
区
社
協

並
び
に
高
齢
者
福
祉
推
進
員
な
ど
の
協

力
を
い
た
だ
き
進
め
て
い
る
。
ま
た
、

地
域
に
お
け
る
助
け
合
い
や
支
え
合
い

の
取
り
組
み
を
支
援
し
て
い
る
。

【
問
】県
内
で
は
カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム

シ
の
被
害
が
拡
大
し
て
い
る
が
、
本
市

の
予
防
策
の
効
果
は
ど
う
か
。
ま
た
、

被
害
報
告
は
受
け
て
い
る
の
か
。

【
答
】本
市
で
は
184
ｍ
の
被
害
を
確
認
し

て
お
り
、
せ
ん
孔
被
害
に
あ
っ
た
被
害

林
を
抜
倒
し
、
新
た
に
羽
化
、
飛
散
し

な
い
よ
う
に
、
生
分
解
性
シ
ー
ト
で
被

覆
に
よ
る
防
除
、
新
た
な
天
然
更
新
を

助
け
る
除
去
、
被
害
予
防
の
消
毒
薬
を

樹
幹
に
注
入
す
る
方
法
の
３
種
類
の
対

策
を
効
果
的
に
実
施
し
て
い
く
。

【
問
】市
民
満
足
度
調
査
で
地
球
温
暖
化

対
策
が
評
価
さ
れ
た
が
、
そ
の
要
因
は

何
か
。

【
答
】本
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
地
球
温
暖

化
防
止
対
策
事
業
の
一
環
と
し
て
、
高

効
率
給
湯
器（
エ
コ
キ
ュ
ー
ト
）、
遮
熱

性
塗
装
及
び
生
ご
み
処
理
器
の
設
置
補

助
を
実
施
し
て
お
り
、
22
年
度
か
ら
は

新
た
に
太
陽
光
発
電
の
設
置
補
助
を
実

施
す
る
。
ま
た
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
を
本
庁

舎
一
階
フ
ロ
ア
、
街
路
灯
２
箇
所
及
び

ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー
ブ
１
台
を
設
置
す
る

な
ど
の
施
策
が
評
価
さ
れ
た
も
の
と
考

え
て
い
る
。

【
問
】新
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
導
入
・
活
用
す

る
た
め
に
も
、
民
間
事
業
者
を
含
む
組

織
を
立
ち
上
げ
る
な
ど
、
バ
イ
オ
マ
ス

タ
ウ
ン
構
想
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ

ン
の
策
定
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
は

ど
う
か
。

【
答
】庁
内
で
研
究
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上

げ
調
査
研
究
を
行
い
、
民
間
業
者
を
含

む
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
協
議
会
の
組
織
化
を

図
り
、
民
間
活
力
を
利
用
し
た
活
用
の

方
法
も
研
究
し
た
い
。

【
問
】こ
ど
も
医
療
費
を
中
学
生
も
無
料

に
す
る
と
、
ど
れ
ほ
ど
の
予
算
が
必
要

か
。
そ
の
見
通
し
は
ど
う
か
。

【
答
】こ
ど
も
及
び
妊
産
婦
医
療
費
の
助

成
は
、
本
市
の
子
育
て
施
策
の
重
要
な

柱
と
位
置
付
け
て
お
り
、
小
学
校
６
年

生
ま
で
の
入
院
・
通
院
の
助
成
を
実
施

し
て
い
る
。
助
成
対
象
者
を
中
学
校
３

年
生
ま
で
拡
充
し
た
場
合
は
、
年
間
約

１
千
７
百
万
円
の
財
源
が
新
た
に
必
要

と
試
算
し
て
い
る
。
拡
充
に
つ
い
て
は
、

子
育
て
支
援
全
般
に
わ
た
る
総
合
的
観

点
か
ら
検
討
し
た
い
。

【
問
】学
校
給
食
に
お
け
る
食
物
ア
レ
ル

ギ
ー
の
対
応
は
ど
う
か
。

　
ま
た
、
給
食
セ
ン
タ
ー
の
設
備
や
人

員
体
制
で
対
応
で
き
な
い
な
ら
ば
、
各

学
校
で
の
単
独
調
理
方
式
へ
戻
す
こ
と

も
検
討
課
題
で
な
い
か
。

【
答
】当
市
の
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
児
童

生
徒
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
各
学
校
で

は
、
入
学
児
就
学
健
康
診
断
を
開
催
し
、

実
態
把
握
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
毎
年

入
学
式
・
始
業
式
に
は
、
全
児
童
・
生

徒
に
対
し
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
調
査
を
行

い
、
保
護
者
と
連
携
を
と
り
、
個
々
へ

の
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

　

個
々
に
代
替
食
を
提
供
す
る
場
合
は
、

施
設
設
備
や
安
全
衛
生
面
に
対
応
す
る

必
要
が
あ
り
、
学
校
給
食
の
調
理
方
法

に
つ
い
て
は
、
対
応
を
検
討
す
る
。

＊
そ
の
他
、
次
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

「
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
制
度
」に
つ
い
て

一 般 質 問

◎
質
問
者　

山や
ま
も
と本　

精せ
い
い
ち一　

議
員

◎
質
問
者　

砂す
な

田た　

喜よ
し
あ
き昭　

議
員

3
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【
問
】義
仲
・
巴
大
河
ド
ラ
マ
誘
致
に
向

け
、
小
矢
部
市
内
で
も
連
絡
会
を
つ
く

る
な
ど
機
運
を
高
め
て
は
ど
う
か
。

　
ま
た
、「
義
仲
サ
ミ
ッ
ト
」の
開
催
時

期
及
び
Ｐ
Ｒ
等
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
か
。

【
答
】義
仲
ゆ
か
り
の
関
係
自
治
体
や
民

間
団
体
へ
の
周
知
と
参
加
に
よ
り
、
義

仲
・
巴
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
化
に
向
け

た
一
層
の
機
運
醸
成
に
つ
な
が
る
も
の

で
あ
り
、関
係
団
体
と
連
携
を
進
め
た
い
。

　
「
義
仲
サ
ミ
ッ
ト
」の
日
程
は
関
係
機

関
と
調
整
中
で
あ
る
。

【
問
】桜
町
遺
跡
を
中
心
と
し
た
縄
文
文

化
の
伝
承
に
よ
っ
て
地
域
を
活
性
化
す

る
た
め
、
青
年
層
を
対
象
の
縄
文
講
座

の
開
催
や
小
・
中
・
高
校
生
へ
の
授
業

に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

　
ま
た
、
要
望
の
多
い
遺
跡
現
場
の
レ

プ
リ
カ
の
再
現
は
で
き
な
い
か
。

【
答
】若
年
層
に
は
、
縄
文
講
座
を
積
極

的
に
設
け
て
周
知
を
図
る
。
ま
た
、
小
・

中
・
高
校
生
に
は
、
見
る
・
触
れ
る
な

ど
の
体
験
を
通
し
て
出
土
品
や
縄
文
文

化
を
わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
、
理
解
を

深
め
る
取
り
組
み
を
し
た
い
。

　

レ
プ
リ
カ
の
再
現
は
、
発
掘
現
場
が

埋
め
戻
さ
れ
て
お
り
、
国
有
地
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
管
理
や
経
費
の
面
か
ら
も

難
し
い
と
考
え
て
い
る
。

【
問
】市
民
一
人
一
人
が
ま
ち
づ
く
り
に

深
く
関
わ
る
意
識
を
持
つ
な
ど
の
観
点

か
ら
、
旧
教
育
セ
ン
タ
ー
を
市
民
活
動

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
改
修
し
、
活
動

拠
点
と
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
運
営
等

の
考
え
方
は
ど
う
か
。

【
答
】施
設
の
概
要
は
、
１
階
は
多
目
的

ス
ペ
ー
ス
・
喫
茶
コ
ー
ナ
ー
、
２
階
は

大
・
小
の
多
目
的
ホ
ー
ル
。
開
館
日
時

は
、
年
末
年
始
を
除
き
年
中
無
休
と
し
、

原
則
午
前
９
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
を

予
定
し
て
い
る
。
運
営
は
当
分
の
間
、

市
の
直
営
で
管
理
す
る
。

　

特
徴
と
し
て
、
２
階
ホ
ー
ル
の
使
用

は
、
登
録
団
体
制
度
を
導
入
し
て
、
使

用
時
間
等
に
柔
軟
な
対
応
を
し
た
い
。

【
問
】定
住
人
口
増
加
対
策
と
し
て
、
転

入
者
へ
の
住
宅
建
築
等
の
助
成
、
新
婚

家
庭
へ
の
家
賃
助
成
の
施
策
を
ど
の
よ

う
に
Ｐ
Ｒ
す
る
の
か
。
ま
た
、
数
値
目

標
を
示
し
て
取
り
組
む
べ
き
で
な
い
か
。

【
答
】子
育
て
支
援
施
策
や
就
学
環
境
、

通
学
・
通
勤
環
境
等
の
優
位
性
を
市
内

外
に
、
ま
た
県
外
に
向
け
、
新
た
に
テ

レ
ビ
Ｃ
Ｍ
等
の
施
策
に
よ
り
情
報
発
信

し
た
い
。
総
合
計
画
で
は
３
万
３
千
人

を
目
標
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。

＊
そ
の
他
、
次
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

「
高
齢
者
福
祉
」に
つ
い
て

【
問
】下
水
道
整
備
は
、
公
衆
衛
生
の
向

上
や
公
共
水
域
の
水
質
保
全
す
る
た
め

に
も
整
備
が
急
務
で
あ
る
。
荒
川
地
区

の
下
水
道
整
備
状
況
は
17

年
度
か
ら
２１

年
度
ま
で
の
５
年
間
で
全
体
の
工
事
進

捗
率
は
１
割
に
達
し
て
な
い
。
今
後
の

方
針
と
方
向
性
は
ど
う
か
。

【
答
】公
共
下
水
道
は
ほ
ぼ
整
備
済
で
あ

る
が
、
平
成
４
年
度
か
ら
事
業
着
手
し

て
い
る
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
は
、

現
在
埴
生
、
荒
川
、
若
林
、
薮
波
地
区

で
整
備
中
で
あ
り
、
平
成
22
年
度
よ
り

新
た
に
津
沢
、
子
撫
地
区
の
整
備
を
予

定
し
て
い
る
。
平
成
20
年
度
末
で
、
全

体
計
画
の
整
備
率
は
25
％
と
な
る
。
未

整
備
区
域
の
下
水
道
整
備
は
、
厳
し
い

財
政
状
況
で
は
あ
る
が
、
事
業
の
経
済

性
、
即
効
性
、
そ
し
て
地
元
の
要
望
等

を
見
極
め
な
が
ら
推
進
す
る
。

【
問
】交
通
安
全
施
設
整
備
事
業
と
し
て

整
備
さ
れ
て
い
る
県
道
藤
森
岡
線
は
、

大
谷
小
・
中
学
校
、
北
陸
中
央
病
院
な

ど
の
施
設
が
あ
り
、
高
齢
者
や
身
体
障

害
者
、
児
童
等
が
通
行
し
、
交
通
量
も

多
い
。
地
崎
・
岡
地
内
の
終
点
ま
で
早

期
に
整
備
し
て
は
ど
う
か
。

【
答
】県
道
藤
森
岡
線
の
歩
道
整
備
は
、

大
谷
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
富
山
戸

出
小
矢
部
線
柳
原
交
差
点
ま
で
を
、
平

成
17
年
度
か
ら
事
業
実
施
し
て
お
り
、

平
成
23
年
度
完
了
を
見
込
ん
で
い
る
。

【
問
】災
害
リ
ス
ク
の
増
大
に
対
応
し
、

予
防
対
策
に
も
重
点
を
置
い
た
河
川
改

修
事
業
を
積
極
的
に
推
進
す
べ
き
で
あ

る
。
特
に
広
域
基
幹
河
川
改
修
事
業
の

対
象
で
あ
る
黒
石
川
は
、
平
成
13

年
度

よ
り
着
手
し
て
９
年
が
過
ぎ
、
未
だ
進

捗
率
が
３
％
で
あ
る
。
今
後
の
推
移
と

計
画
は
ど
う
か
。

【
答
】下
流
区
間
の
整
備
を
継
続
す
る
と
と

も
に
、
地
元
と
と
も
に
協
議
し
な
が
ら
河

川
法
線
、
河
川
断
面
に
つ
い
て
、
全
体
事

業
計
画
の
見
直
し
を
図
り
、
一
層
の
事
業

進
捗
を
図
り
た
い
。

一 般 質 問

◎
質
問
者　

嶋し
ま

田だ　

幸ゆ
き

恵え　

議
員

◎
質
問
者　
髙た

か
は
し橋　
佐さ

だ

し

多
史　
議
員

＊
黒
石
川
（
岡
地
内
）
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一 般 質 問
【
問
】こ
ど
も
手
当
と
児
童
手
当
の
相
違

点
に
つ
い
て
伺
う
。
ま
た
、
配
偶
者
控

除
や
扶
養
控
除
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に

よ
る
最
終
的
な
家
計
へ
の
影
響
は
ど
う

か
。

【
答
】児
童
手
当
は
小
学
校
終
了
前
ま
で

が
対
象
で
あ
っ
た
が
、
こ
ど
も
手
当
は

中
学
校
卒
業
前
ま
で
に
、
金
額
も
一
律

月
額
１
万
３
千
円
に
拡
充
さ
れ
る
と
と

も
に
、
所
得
制
限
が
撤
廃
さ
れ
る
。
ま

た
、
扶
養
控
除
が
廃
止
さ
れ
た
が
、
こ

ど
も
手
当
の
受
給
及
び
高
校
授
業
料
実

質
無
料
化
に
よ
っ
て
、
家
計
で
は
差
し

引
き
増
収
が
見
込
ま
れ
る
。

【
問
】高
校
授
業
料
の
実
質
無
償
化
の
仕

組
み
と
私
立
高
校
へ
通
う
生
徒
の
措
置

は
ど
う
か
。

【
答
】公
立
高
等
学
校
は
、
授
業
料
を
不

徴
収
と
し
、
国
負
担
と
す
る
。

　

私
立
高
等
学
校
の
授
業
料
は
、
一
定

額
を
助
成
す
る
。
ま
た
、
所
得
に
応
じ

て
一
定
額
を
1.5
倍
か
ら
２
倍
の
額
を
上

限
と
し
て
助
成
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

【
問
】児
童
生
徒
の
読
解
力
、
国
語
力
を

向
上
さ
せ
る
に
は
、
学
校
図
書
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
小
矢

部
市
で
は
ど
の
く
ら
い
の
予
算
を
充
当

し
て
い
る
の
か
。

　
ま
た
、
全
国
の
１
／
３
の
自
治
体
で

読
書
活
動
推
進
計
画
を
策
定
し
て
い
る

が
、
小
矢
部
市
の
取
り
組
み
は
ど
う
か
。

【
答
】図
書
購
入
費
の
22
年
度
予
算
額
は
、

小
学
校
分
で
200
万
円
、
中
学
校
分
で

190
万
円
で
あ
る
。
前
年
度
比
各
50
万
円

を
増
額
し
た
。

　

ま
た
、
子
供
が
読
書
に
親
し
む
た
め

の
条
件
整
備
等
を
盛
り
込
ん
だ「
子
ど

も
読
書
活
動
推
進
計
画
」策
定
の
た
め
、

21
年
度
に
策
定
委
員
会
を
設
置
し
、
同

年
度
末
に
策
定
す
る
。

【
問
】市
民
図
書
館
の
月
曜
日
の
開
館
に

は
諸
課
題
が
あ
ろ
う
が
、
検
討
し
て
は

ど
う
か
。

　
ま
た
、
石
動
駅
観
光
案
内
所
で
の
市

民
図
書
館
の
本
の
貸
出
、
申
込
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
可
能
と
な
っ
た
が
、
積

極
的
に
広
報
を
し
て
は
ど
う
か
。

【
答
】月
曜
日
の
開
館
は
、
指
定
管
理
の

条
件
や
利
用
者
ニ
ー
ズ
、
市
民
図
書
館

の
人
員
配
置
、
石
動
中
学
校
部
活
動
へ

の
影
響
等
を
踏
ま
え
て
検
討
し
た
い
。

本
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
予
約
に
つ
い
て

は
、
市
内
の
小
・
中
学
生
、
高
校
生
に

は
学
校
を
通
じ
て
さ
ら
に
周
知
に
努
め

た
い
。

＊
そ
の
他
、
次
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

「
小
矢
部
の
歴
史
と
ふ
る
さ
と
教
育
」、

「
市
営
バ
ス
の
通
学
バ
ス
と
し
て
の
活

用
」に
つ
い
て

【
問
】近
隣
市
へ
の
転
出
が
多
い
が
、
そ

の
対
応
策
と
し
て
、
転
出
さ
れ
た
方
に

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
外
か
ら
見
た

当
市
に
対
す
る
意
見
、
助
言
を
今
後
の

市
政
に
反
映
さ
せ
て
は
ど
う
か
。
今
後

の
進
む
べ
き
方
向
性
を
明
確
に
し
て
い

く
こ
と
が
人
口
増
に
つ
な
が
る
の
で
は

な
い
か
。

【
答
】市
外
転
出
者
に
は
、
転
出
理
由
を

把
握
す
る
よ
う
今
後
し
っ
か
り
努
め
た

い
。
ま
た
、
定
住
促
進
を
推
進
す
る
た

め
、
未
来
を
担
う
子
供
た
ち
を
安
心
し

て
産
み
育
て
ら
れ
る
よ
う
、
保
育
環
境

整
備
、
福
祉
の
充
実
、
魅
力
あ
る
市
街

地
形
成
や
道
路
網
の
充
実
と
い
っ
た

ハ
ー
ド
面
の
整
備
な
ど
も
重
要
で
あ
り
、

第
六
次
総
合
計
画
に
基
づ
き
、
諸
施
策

を
着
実
に
進
め
る
。

【
問
】米
戸
別
所
得
補
償
事
業
に
は
、
生

産
調
整
に
参
加
し
な
い
生
産
者
が
想
定

さ
れ
る
が
、
市
と
し
て
ど
の
よ
う
に
指

導
、
対
応
を
講
じ
て
い
く
の
か
。

　
ま
た
、
市
の
地
域
振
興
作
物
と
し
て

定
着
し
つ
つ
あ
る
ハ
ト
麦
・
ソ
バ
は
、

大
幅
な
助
成
金
の
減
額
と
な
る
た
め
、

昨
年
並
み
の
助
成
と
な
る
よ
う
検
討
し

て
は
ど
う
か
。

【
答
】米
価
格
安
定
の
た
め
に
は
生
産
調

整
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
呼
び
か
け
、

生
産
調
整
達
成
に
向
け
て
関
係
機
関
と

連
携
し
て
指
導
し
て
い
く
。

　

ハ
ト
麦
等
の
転
作
作
物
は
交
付
単
価

が
大
幅
に
低
く
設
定
さ
れ
た
が
、
激
変

緩
和
調
整
枠
を
活
用
し
た
地
域
で
の
加

算
が
認
め
ら
れ
、
総
枠
で
は
概
ね
21
年

度
並
の
補
助
金
が
確
保
で
き
た
。

【
問
】老
朽
化
し
た
体
育
施
設
や
設
備
、

ス
ポ
ー
ツ
用
具
の
不
備
、
不
足
な
ど
、

現
状
を
把
握
し
、
早
急
か
つ
計
画
的
に

整
備
す
べ
き
で
な
い
か
。

　
ま
た
、
今
後
の
選
手
強
化
に
対
す
る

取
り
組
み
は
ど
う
か
。

【
答
】ス
ポ
ー
ツ
施
設
及
び
設
備
は
、
そ

の
状
況
の
把
握
に
努
め
、
利
用
者
に
対

し
安
全
か
つ
快
適
な
ス
ポ
ー
ツ
環
境
と

な
る
よ
う
、
引
き
続
き
計
画
的
に
改
修

や
修
繕
を
行
う
。

　

選
手
の
競
技
力
向
上
に
は
指
導
者
が

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

優
秀
な
指
導
者
の
育
成
を
推
進
す
る
。

【
問
】市
民
に
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
、

心
と
体
の
健
康
増
進
を
図
っ
て
い
く
こ

と
は
大
切
で
あ
り
、
お
や
べ
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
や
市
体
協
・
地
区
体
協
と
連
携

し
な
が
ら
対
応
し
て
は
ど
う
か
。

【
答
】22
年
10
月
開
催
の
全
国
ス
ポ
ー

ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
祭
を
契
機
に

さ
ら
に
関
係
団
体
と
の
連
携
を
深
め
、

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
社
会
を
実
現
し
た
い
。

◎
質
問
者　

中な
か

田だ　

正ま
さ

樹き　

議
員

◎
質
問
者　

石い
し

田だ　

義よ
し
ひ
ろ弘　

議
員
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意　　見　　書（議員提出）

「選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に反対を
求める意見書

今日、選択的夫婦別姓に関する国民世論は分かれており、
国民的合意には至っていません。

また、三世代同居の減少など家庭をとりまく環境の変化に
加え、離婚の増加、児童虐待等、家族の絆が希薄になっており、
これらを憂うる立場から伝統的家族の価値観を尊重する国民
感情も根強くあります。

本来、民法は家族を保護する為の基本的な法制度であり、
安定した家庭生活が営まれるよう夫婦関係、親子関係等を保
護しているものであります。

従って、選択的夫婦別姓制度が導入されることになれば、
夫婦の一体感の希薄化しいては、離婚が容易に出来る社会シ
ステムの形成に繋がることが懸念されます。のみならず親子
別姓や（場合によっては兄弟別姓をもたらすこともあり）子供
の心に取り返しのつかない傷を与えることになりかねません。
子供に与える影響を鑑みれば、我が国の将来に大きな禍根を
残すことになると危惧するものであります。

家庭の重要性が叫ばれる今日、むしろ必要なのは社会と国
家の基本単位である家族の一体感の再認識であり、家族の絆
を強化する施策ではないでしょうか。

尚、一部の働く女性から旧姓使用を求める声がありますが、
これについては、民法を改正する必要はなく、各分野の運用
面での対応等で現実的方策による解決を図るべきであります。

以上の内容を踏まえ、政府に、婚姻制度や家族の在り方に
極めて重大な影響を及ぼす「選択的夫婦別姓を認める民法の一
部改正」に反対を強く求めるものであります。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　平成 22 年３月 23 日

富山県小矢部市議会議長　沼田信良

内閣総理大臣　鳩山由紀夫　殿

子ども手当財源の地方負担に反対する意見書

平成 22 年度予算案に、中学卒業まで１人あたり月１万３千
円の「子ども手当」の支給が盛り込まれました。給付費総額は
２兆 2554 億円となり、平成 23 年度以降は子ども１人あたり
月２万６千円の支給となるため、更なる財源の確保が必要と
なります。また、22 年度は児童手当との併給であるため、地方・
事業主負担も求められることとなりました。このため、一部
の自治体は給付事務のボイコットを表明し、地方六団体から
は「子ども手当の地方負担に反対する緊急声明」が出されるな
ど、実際に支給できるのか懸念されます。また、各県知事へ
のアンケート調査でも子ども手当の全額国庫負担を求める声
が大勢を占めているのが現状です。

よって、国におかれては、以下の事項に特段の配慮がなさ
れるよう強く求めます。

１.　平成 23 年度以降の子ども手当は、国の責任として実施
すべきであり、全額国庫負担とすること。
平成 22 年度予算については、地方の事務負担や費用負
担について十分配慮すること。

２.　子ども手当によって目指す国の中長期のビジョンと平
成 23 年度以降子ども手当を実施する上での財源確保の
展望を示すこと。その際、納税者の理解を十分に得られ

る内容とすること。
３.　子ども手当のような現金の直接給付だけではなく、子

育てをしやすい環境整備にも配慮していくこと。
４　平成 23 年度以降の子ども手当の制度設計については、

国と地方の役割分担の在り方を明確化すること。また、
国と地方の十分な意見交換の場を設けること。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　平成 22 年３月 23 日

富山県小矢部市議会議長　沼田信良

衆議院議長　　　　横路　孝弘　殿
参議院議長　　　　江田　五月　殿
内閣総理大臣　　　鳩山由紀夫　殿
副総理・財務大臣　菅　　直人　殿
総務大臣　　　　　原口　一博　殿
厚生労働大臣　　　長妻　　昭　殿
内閣官房長官　　　平野　博文　殿
国家戦略担当大臣　仙谷　由人　殿

幼児教育の無償化と保育サービスの充実を求める意見書

政府は平成 22 年度予算に子ども手当の支給を盛り込みまし
た。親の世帯の収入に関係なく一律で手当てを支給すること
は、家庭の教育費格差を拡大することにも繋がり、抜本的な
少子化対策のためには不十分と言わざるを得ません。子育て
世代は幼児教育、保育サービスの充実を求めており、こうし
たニーズに応える施策を的確に打ち出す必要があります。

特に、幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培
うものであり、全ての子どもたちに質の高い幼児教育の機会
を保障することが求められます。また、待機児童を解消し、
全ての子育て世帯が安心して子どもを産み、育てる社会づく
りを進めなければなりません。

よって、国会及び政府におかれては、下記の事項の実現に
努めることを強く求めます。

１.　幼児教育に対する子育て世帯の負担を段階的に軽減す
るため、幼児教育無償化に取り組むこと。

２.　国の責任の下、児童福祉の原則を踏まえた保育の質の

確保に努め、保育所の拡充や家庭的保育（保育ママ）の拡
充を図り、仕事と子育ての両立ができる社会の実現に取
り組むこと。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　平成 22 年３月 23 日

富山県小矢部市議会議長　沼田信良

衆議院議長　　　　横路　孝弘　殿
参議院議長　　　　江田　五月　殿
内閣総理大臣　　　鳩山由紀夫　殿
副総理・財務大臣　菅　　直人　殿
文部科学大臣　　　川端　達夫　殿
厚生労働大臣　　　長妻　　昭　殿
内閣官房長官　　　平野　博文　殿
国家戦略担当大臣　仙谷　由人　殿

国会及び政府に対して、地方自治法第 99 条の規定に基づき、平成 22 年３月 23 日に意見書を提出しました。
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教員免許更新制の存続を求める意見書

平成 21 年度より教員免許の更新制度がスタートしました。
教員免許更新制は一定期間ごとに教員が技術や知識を得る機
会が保障され、時代の変化に的確に対応した教員を養成し、
技術を向上させる上で必要不可欠なものです。制度導入にあ
たっては教育改革の根幹をなすものとして、大きな期待が集
まっています。

しかしながら、政府は昨年 10 月に教員免許更新制の抜本見
直しを表明し、平成 22 年度予算にも教員免許更新制の効果検
証などを含めた調査・検討事業に予算を計上しました。

教員免許更新制度は本格実施から一年も経っておらず、成
果や課題も十分にまとめられていない状況です。また、自己
負担で講習を受けた教職員への補償についても検討がなされ
ていません。改革の方向性も示されないまま「抜本見直し」だ
けが表明されている現状では、学校現場の混乱に拍車がかか
ることも懸念されます。

質の高い教員を確保し、国民の負託にこたえる教育水準を

維持・発展させるためにも、国会及び政府は教員免許の更新
制を存続することを強く求めます。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　平成 22 年３月 23 日

富山県小矢部市議会議長　沼田信良

衆議院議長　　　　横路　孝弘　殿
参議院議長　　　　江田　五月　殿
内閣総理大臣　　　鳩山由紀夫　殿
副総理・財務大臣　菅　　直人　殿
文部科学大臣　　　川端　達夫　殿
内閣官房長官　　　平野　博文　殿
国家戦略担当大臣　仙谷　由人　殿

地域の実情に即した戸別所得補償制度の実施を求める意見書

政府が、平成 22 年度に実施しようとしている米戸別所得補
償モデル事業などの新たな農業政策は、米の過剰生産による
米価の下落、農地の集約化、流動化の停滞、集落営農組織や
認定農業者の生産意欲の低下、地域主導により支援・育成し
てきた産地の衰退などを招き、地域の農業に甚大な影響を及
ぼしかねない。

また、農家が営農準備を進めている現時点において、具体
的な支援の仕組みが示されておらず、生産現場では、混乱と
不安が生じている。

よって、国会並びに政府におかれては、地域の実情を十分
に踏まえ、地域農業の持続的な発展を図るため、次の施策を
推進されるよう強く要望する。

１.　米戸別所得補償モデル事業や水田利活用自給力向上事
業の具体策を早急に示すとともに、これについて地方の
意見を聴く機会を設けること。

２.　麦・大豆などの転作作物やハトムギなどの地域振興作
物については、主食用米を上回る所得が確保できるよう
支援単価を引き上げるとともに、作物の団地化や支援の
重点化など地域の裁量が認められる仕組みとすること。

３.　新規需要米については、過度な期待感に基づく過剰生

産や捨て作りを防止するため、国が責任を持って需要の
確保に努めるとともに、実需との契約が交付条件である
など正確な説明のもとで推進を図ること。

４.　豊作などにより、どうしても発生する過剰米について
の対策を明確にし、米価下落を誘導する政策は断じて行
わないこと。

５.　行政を中心に関係者が一体となった推進体制を早急に
明らかにするとともに、地域水田農業推進協議会などに
対し、真摯に協力を求めること。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　平成 22 年３月 23 日

富山県小矢部市議会議長　沼田信良

衆議院議長　　　　横路　孝弘　殿
参議院議長　　　　江田　五月　殿
内閣総理大臣　　　鳩山由紀夫　殿
副総理・財務大臣　菅　　直人　殿
農林水産大臣　　　赤松　広隆　殿
内閣官房長官　　　平野　博文　殿
国家戦略担当大臣　仙谷　由人　殿

北陸新幹線の整備促進を求める意見書

北陸新幹線は、高速交通体系の中軸として国土の均衡ある
発展に不可欠なものであり、沿線地域の飛躍的な発展を図る
うえで極めて大きな効果をもたらすものである。

また、東海道新幹線の代替補完機能を有するとともに、日
本海国土軸の形成に必要不可欠な国家プロジェクトであるこ
とから、東京・大阪間の全線を早期に整備する必要がある。

よって、国会並びに政府におかれては、沿線住民の長年の
悲願である北陸新幹線の全線整備が一日も早く実現されるよ
う、次の事項について格段の配慮をされるよう要望する。

１.　平成 26 年度末までの金沢までの開業が一日も早く実現
するよう、長野から白山総合車両基地までの整備を推進
すること。また、既に認可申請されている白山総合車両
基地から敦賀間について認可、着工するとともに、早期
の福井開業を図ること。

２.　大阪までの整備方針の明確化を図ること。
３.　地方負担については、沿線の地方自治体に過度の負担

が生じないよう、国家プロジェクトにふさわしい十分な
財政措置を講じるとともに、負担に見合う受益の確保を
図ること。 
　特に、既着工区間の工事費の増額分については、沿線
自治体への十分な説明とともに、沿線自治体の新たな負

担が極力生じないよう対処すること。
４.　金沢開業時には、長野県～石川県の４県にまたがる長

大な区間が並行在来線とされているが、その存続のた
め、地方負担の軽減、運行の在り方等について検討を進
め、既に経営が分離されている第３セクターへの経営支
援の在り方（維持経費の助成措置、線路使用実態に見合っ
た貨物線路使用料の見直しなど）も含め、新たな仕組み
を早急に講ずること。

５.　以上、新規着工区間の認可、並行在来線への支援、工
事費増額分の対処等の諸課題に対応するため、ＪＲから
の貸付料の活用を含め、幅広い観点から財源を確保する
こと。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　平成 22 年３月 23 日

富山県小矢部市議会議長　沼田信良

衆議院議長　　横路　孝弘　殿
参議院議長　　江田　五月　殿
内閣総理大臣　鳩山由紀夫　殿
総務大臣　　　原口　一博　殿
国土交通大臣　前原　誠司　殿
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生産性の高い競争力に富んだ農家の育成を求める意見書

政府は平成 22 年度予算でコメ戸別所得補償モデル事業と水
田利活用・自給力向上事業を導入するとしているが、土地改
良事業費の大幅削減をはじめとして農村現場で大きな混乱を
招いている。

これまで政府が推進してきた担い手農家や集落営農の位置
付け、23 年度の本格導入に向けての安定財源、貸しはがし
により農地集積が進まないこと、コメの過剰対策や米価下落
対策が講じられていないこと、全国一律単価では地域の産地
形成が進まないこと、コメ以外の果樹・野菜、畜産・酪農が
置き去りにされていることなど、多様な農業の展開を阻害し、
地域の元気が失われることへの強い懸念がある。特に今回の
農政転換にあたって、地方の農村現場の意見を事前に聞くこ
となく、拙速に制度設計が進められたことが大きな混乱の原
因となっている。

よって、国会及び政府におかれては、以下の点に十分留意し、
生産性の高い競争力に富んだ農家の育成を進める施策の充実
を行うよう強く求めるものである。

１.　食料・農業・農村基本計画の策定にあたっては、生産
性の高い担い手農家や集落営農を推進すべき政策として
明確に位置付けるとともに、農地集積の加速化、農家所
得の向上に配慮すること。

２.　コメ戸別所得補償モデル事業ではコメ余りと米価下落

を招く懸念があることから、しっかりとした出口対策を
講じるとともに、コメの消費拡大に努めること。

３.　全国で多様な農業が展開されていることから、水田利
活用・自給力向上事業では全国一律単価ではなく、地域
主権の理念に沿った地域の話し合いで決める方式を基本
とすること。

４　大幅な削減となった農業農村整備事業については、予
算の復元により、現在進められている事業が計画通り継
続できるようにするとともに、箇所付けの基準を明確に
すること。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　平成 22 年３月 23 日

富山県小矢部市議会議長　沼田信良

衆議院議長　　　　横路　孝弘　殿
参議院議長　　　　江田　五月　殿
内閣総理大臣　　　鳩山由紀夫　殿
副総理・財務大臣　菅　　直人　殿
農林水産大臣　　　赤松　広隆　殿
内閣官房長官　　　平野　博文　殿
国家戦略担当大臣　仙谷　由人　殿

扶養控除の廃止に反対する意見書

政府税制調査会は、平成 22 年度税制改革大綱において「子
ども手当」及び「高校授業料実質無償化」の代替財源として、所
得税及び住民税における年少扶養控除及び 15 歳から 18 歳ま
での特定扶養控除の上乗せ分を廃止することで合意した。

年少扶養控除は、15 歳以下の子どもを扶養している人に対
し、所得税では 38 万円、住民税では 33 万円を所得から控除
する制度で、所得税分は平成 23 年分所得から、住民税は平成
24 年度課税分から廃止することとされている。

しかしながら、これらの控除が廃止された場合、所得にか
かわらず所得税、住民税が増税される見通しであり、中学生
以下の子どもを扶養している世帯では、すべての世帯におい
て「子ども手当」の支給の恩恵を受けられるが、高校生を扶養
している世帯で、現時点において生活困窮等の理由により既
に授業料の免除を受けている世帯にあっては、「高校授業料実
質無償化」の恩恵を受けられず、税負担だけが重くのしかかる
ため、新たな控除を設けるなどの救済策が必要である。

一律支給されるバラマキとも言える「子ども手当」や「高校授

業料実質無償化」の財源確保のために、年少扶養控除等を廃止
するのではなく、真に困窮している弱者への救済支援にこそ
手厚い施策を講ずるべきである。

よって、国会及び政府におかれては、世帯の負担増となら
ないよう年少扶養等の控除を廃止しないことを強く要望する。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　平成 22 年３月 23 日

富山県小矢部市議会議長　沼田信良

衆議院議長　　　　　　横路　孝弘　殿
参議院議長　　　　　　江田　五月　殿
内閣総理大臣　　　　　鳩山由紀夫　殿
副総理・財務大臣　　　菅　　直人　殿
経済財政政策担当大臣　菅　　直人　殿
総務大臣　　　　　　　原口　一博　殿

永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書

政府・与党では通常国会に永住外国人に対して地方選挙の
選挙権を付与する法案を提出する動きがある。

わが国に在住する外国人に対する地方行政の在り方につい
ては、外国人住民の考え方や要望などを積極的に吸収する仕
組み作りに工夫が必要ではあるが、永住外国人への地方参政
権付与については民主主義の根幹にかかわる重大な問題であ
る。

日本国憲法第 15 条第１項においては「公務員を選定し、及
びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定され、
また第 93 条第２項においては「地方公共団体の長、その議会
の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体
の住民が、直接これを選挙する」と規定されている。

また、平成７年２月 28 日の最高裁判所判決では「憲法が選
挙権を保障しているのは日本国民で、その保障は外国人には
及んでいない」とし、「それは地方選挙も同様で、第 93 条第２
項の住民とは日本国民を指す」と指摘している。

よって、永住外国人に対して地方参政権を付与することに
は憲法上問題があると考えざるを得ない。

したがって、拙速な結論を出すことには強く反対し、国会
及び政府にあっては法案を提出・審議する場合には、国民の
幅広い議論を喚起し、地方の意見を十分に聞くよう強く求める。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　平成 22 年３月 23 日

富山県小矢部市議会議長　沼田信良

衆議院議長　　　　横路　孝弘　殿
参議院議長　　　　江田　五月　殿
内閣総理大臣　　　鳩山由紀夫　殿
総務大臣　　　　　原口　一博　殿
法務大臣　　　　　千葉　景子　殿
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別
委
員
会

	

　
産
業
建
設
常
任
委
員
会

21
日（
月
）　
総
務
常
任
委
員
会

22
日（
火
）　
委
員
長
会
議

23
日（
水
）　

議
会
運
営
委
員
会

	

　
全
員
協
議
会

　

本
会
議（
質
疑
･
討
論
･
表
決
）



平成22年５月発行小矢部市議会だより第157号 12

平成 21 年 12 月 17 日から
平成 22 年 2 月 28 日まで

　
（
財
）
関
西
社
会
研
究
所
が

平
成
21
年
12
月
に
発
表
し
た
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
（
徴
税
業
務
、

窓
口
業
務
、
ご
み
収
集
・
処
理
、

保
育
サ
ー
ビ
ス
）、人
件
費
（
労

働
コ
ス
ト
）
及
び
外
部
委
託
に

関
す
る
研
究
結
果
に
よ
る
と
、

「
人
件
費
に
お
け
る
労
働
コ
ス

ト
」
に
つ
い
て
、
小
矢
部
市
が

日
本
一
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
行
財
政
改
革
大
綱

や
定
員
管
理
計
画
の
着
実
な
推

進
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入

等
に
よ
り
職
員
の
徹
底
し
た
ス

リ
ム
化
と
効
率
的
な
行
政
運
営

が
評
価
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

市
議
会
と
し
て
は
、
今
後
と

も
「
最
小
の
経
費
で
最
大
の
効

果
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
市
当
局
と
連
携
し
、
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の
効
率
性
を

高
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

67

−

１
７
６
０（
内
線
322
）

次
回
の
「
議
会
だ
よ
り
」
は
、

平
成
22
年
８
月
の
予
定
で
す
。

（
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
一
同
）

1

会　　務　　報　　告 

年月日 件　　　　　名 摘　　　　　　要 開催地
21.12 .22 高岡地区広域圏事務組合議会 12 月定例会 高岡市

12.25 富山県市議会議長会正副議長研修会 ＹＫＫ・産業観光の取り組みについて
地方議会議員年金制度の見直しについて 黒部市

22. 1 . 5 新年挨拶まわり 富山県、県出先機関、富山河川国道事務所、
金沢市、津幡町、報道機関等 富山市、外

1.14
～ 15 新年挨拶まわり 県選出国会議員、県東京事務所

市関連企業本社等 東京都

1.20 桜町プロジェクト特別委員会 道の駅「メルヘンおやべ」現地調査 メルヘンおやべ

1.21 議会運営委員会 平和都市宣言について 小矢部市役所
１月全員協議会 行政委員会等の会務報告、報告事項（９件） 〃

1.27 議会だより編集委員会 第 156 号の発刊ついて 〃
2. 2 砺波地方衛生施設組合議会 ２月定例会 高岡市
2. 3

～ 4 高岡地区広域圏事務組合行政視察 泉北クリーンセンター
大阪企業家ミュージアム

大阪府和泉市
大阪府大阪市

2. 5
民生文教常任委員会

病児・病後児保育について
小矢部博物館施設等整備検討委員会におけ
る検討結果について

小矢部市役所

富山県市議会議長会定期総会 事務報告、平成 22 年度事業計画及び歳入歳
出予算（案）等について 富山市

2. 8
産業建設常任委員会

戸別所得補償モデル対策について
平成 21 年度道路除雪の実施状況について

「小矢部の日」名古屋市での実施について
小矢部市役所

総務常任委員会 消防広域化の進捗状況について
行政効率全国１位について 〃

2. 9 砺波地方介護保険組合議会 議会運営委員会 砺波市

2.17 東京小矢部会総会 平成 21 年度事業、会計報告及び平成 22 年
度事業計画、収支予算（案）について 東京都

2.19 高岡・小矢部・氷見三市議会正副議
長懇談会 高岡市金屋町鋳物工房、資料館視察 高岡市

2.22 議会運営委員会 ３月議会定例会提出議案等審議 小矢部市役所

2.23 ２月全員協議会 行政委員会等の会務報告、報告事項（８件） 〃
砺波地方介護保険組合議会 ２月定例会 砺波市

市　外　行　政　視　察　　３件　20 名
年月日 視　　察　　者 視　察　項　目 人　数

22. 1 .29 長野県飯山市議会会派 議会運営、議会改革の取り組みについて ４名

2.18 兵庫県川西市議会会派 自治体の生産性について
市民満足度調査について ５名

2.22 石川県小松市議会地域産業振興対策
特別委員会

特産品の販売戦略・ブランド化について
特産品と道の駅「メルヘンおやべ」の管理
運営について

11 名


